
東京都消費生活基本計画における
消費者教育に関する取組

令和２年度実績・令和３年度予定
（令和３年２月時点）
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１ 学校教育における消費者教育の推進

○消費者教育推進校報告書の作成及び全都立高校への配布（８月）
・推進校の取組内容や教育庁作成リーフレット、消費生活総合センター作成教材を掲載
○各都立高校における消費者教育実施状況把握及び周知（11月～12月）
・学校訪問等による実施状況、先進的な実践的な取組事例の把握
・推進団体の研究会や校⾧連絡会等において、推進校報告書等の活用の周知
○都立特別支援学校高等部向けリーフレット（※①）の配布
・校⾧連絡会等にて解説

（１）高等学校等での取組

○｢法」に関する教育推進校の設置
・３区市（荒川区、府中市、小平市）に設置し、消費者教育を中心とした「法」に
関する教育の指導内容・指導方法の研究及びカリキュラム・マネジメントを推進

・推進校における研究成果等の報告会を開催し、都内62区市町村に周知（11月）

（２）小中学校等での取組

○成年年齢引下げに伴う啓発チラシ（※②）及び消費者教育・啓発ノート（※③）
の作成、配布（ 12月）

・都内全高校２年生及び保護者向けに同時配布 12万部

（３）保護者等に向けた取組

令和２年度の主な取組実績 資料４ʷ①
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※① 都立特別支援学校高等部向けリーフレット
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※② 成年年齢引下げに伴う啓発チラシ ※③ 消費者教育・啓発ノート
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〇中堅教諭等資質向上研修(悉皆研修）の実施（８月）
・研修内容に、消費者教育を位置付け
・集合による研修を中止し、課題提出による代替研修を実施
○専門性向上研修「社会・公民Ⅱ」の実施（９月）
・研修タイトル「社会科で前進するシティズンシップ教育―法教育、消費者教育の充実ʷ」
・現代の諸課題に対応した法教育、消費者教育、社会保障教育に関する指導の工夫等を学習

〇コーディネーター制度・活用方法周知（通年）
・教育管理職対象：学校訪問、校⾧連絡会等

を活用して説明
・教員対象：教員研修、教員向け情報提供誌、

教員向けメルマガを活用し情報
発信

○コーディネート業務の実施
・学校からの相談対応 ９件
（うちコーディネーターを活用して
実施した講座 ３件）

（※資料５）

（４）教員への研修等支援

（５）消費者教育コーディネーターの配置

①成年年齢引下げによる影響を１年生の
活動で取り上げたい。教材を紹介して
欲しい。

②セーフティ教室を利用して消費者教育
を行いたいので、相談にのってほしい。

学校からの相談例

①学校の要望を聞きながら、消費者教育
を実施する際の参考資料・教材を紹介

②テーマ、時間など学校の希望に加え、
学校の特徴等を講師に伝え、出前講座
の実施を調整

コーディネート例
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〇ポスター（約１万３千部）・リーフレット（約21万部）の作成
・都内各種学校、カラオケ店、ネットカフェ、消費生活センター等にて配布
○交通広告の実施
・JR（山手線・中央線快速）、京王電鉄、都営地下鉄、東京メトロ、多摩モノレール
にて広告掲出

○自動車学校、街頭ビジョン等にて広告掲出
○特別相談「若者のトラブル110番」の実施 など

（１）若者向け悪質商法被害防止キャンペーンの実施（令和３年１月～３月）

２ 注意喚起・情報発信

ネット広告等をきっかけとしたトラブル
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○SNS広告（令和３年１月～３月） ○インターネット広告（11月～12月）

（２）SNS等を活用した普及啓発

・バナー広告からHP内の若者向けページに誘導・Twitter及びInstagramで実施
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〇消費者トラブルをテーマにラジオCMコピー公募
（７月～10月）
○ CMコピー最終審査会（公開収録）（12月）
○完成したラジオCM及び動画の公開（令和3年3月予定）

（３）消費者被害防止のための若者参加型事業の実施

島村峻成さんの作品

男：「一,二,三,四,五…」
女：「ねえねえ～何数えてるの？」
男：「あー、友達の連絡先。いくつあったか

なって（笑）」
女：「あーそうなんだ。」
男：「五,十,十五,二十,二十五...」
女：「今度は何数えてんの？」
男：「あー、なんかこのサプリを友達に紹介

するとひとりにつき5万円貰えるんだっ
て（笑）いくらになるかなあ～！」

女：「あっ、それって…」

NA：「それマルチ商法かも。あっと思ったら
まず相談。東京都消費生活総合センターで
す。」

沖田ミツヲさんの作品

～喫茶店内にて、何かを食べながら話す男～
胡散臭い男：
「やっぱさぁ『夢』を叶えるにはお金が必要
じゃん？ほら、『夢』もってる人でもさ、お
金が無くて諦めちゃうみたいなパターンが多
いわけ。でさ、君も『夢』叶えたいわけ
じゃん？毎日バイトしながら、空いてる時間
で『夢』の為に努力して…って効率悪いじゃ
ん？俺はね、君の『夢』を叶える為のお手伝
いをしたくてこのビジネスを…」

NA：「その夢を食べられてしまう前に。ま
ずはご相談ください。東京都消費生活総合セ
ンターです。」

森田直也さんの作品

男：「じゃあここにハンコ押して。
え？初めての契約だからちゃんと読
むって？あのね、それは高校生まで。
大人の世界ではこういうのはさっさと
ハンコ押すの。そうそう。その調子。
これで君も俺らの“仲間”だぜ」

NA：「契約は慎重に。東京都消費生活
総合センター」

入賞作品
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○都区市町村合同研修の実施（消費生活行政職員等の知識や実務能力の向上）
・６回 71人（うち４回は資料配布）一部、オンラインによる同時配信を実施

○市町村との共催講座の開催（講座開催に関するノウハウを提供）
・８回 165人

○区市町村の消費生活部門及び学校教育部門の連携の促進
・義務教育指導課事業説明会に消費生活部門の職員が出席し、協力を依頼（11月）

３ 区市町村支援

〇学校向けメルマガの配信
・大学・専修学校等（104校）、全都立学校教員及び希望のあった私立学校（５校）

○教員向け消費者教育情報提供誌「わたしは消費者」発行

（４）学校への情報発信

○情報発信に関する若者グループインタビュー調査の実施（10月）（※資料６）
・18.19歳の男女12人を対象に、オンライン形式で情報発信についてヒアリング

○消費生活基本調査「若者の消費者被害に関する調査」の実施（11月～12月）
・若者の消費者被害の実態、若者が情報を入手しやすいと思うメディア等を調査
（※資料７）

（５）若者への調査やヒアリング
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〇くらしフェスタ東京の
開催（メインは10月）

・「WEB交流フェスタ」
特設サイトの開設

・オンライン講演会の開催
・地域会場等にて映画上映

会や講演会の開催

（２）消費者団体との協働
事業

〇オンラインシンポジウム
の開催（12月）
「リスクへの対応と
求められる消費行動」

・受講人数 161人

（１）事業者団体等との
連携による消費生活講座

〇特設WEBページの
開設

（３）計量に関する周知
活動と教育の推進

４ 全世代に向けた消費者教育の取組

親子はかり教室（８月）

都民計量のひろば（11月）
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〇スーパーマーケットにおける普及啓発（10月）
・都内イトーヨーカドー・イオン等計46店舗にて実施
・アンケート回答者に抽選でKURUMIRU（福祉保健局）の雑貨をプレゼント

○SNS等を活用した普及啓発（10月～11月）
・Yahoo！JAPANバナー広告掲載 ・YouTube及びInstagram動画広告
○東京都エシカル消費普及啓発協力事業の推進
・エシカル消費普及啓発に協力してくれる団体・事業者等にロゴマーク、
グッズ、チラシを提供

（４）エシカル消費の理解の促進

エコバッグ・布描きくれよん配布

キャンペーンサイトを開設
楽しみながらエシカル消費を

学べるクイズを掲載

サイネージでPR動画放映

エシカル消費に関連する商品の売り場コーナーを設置（ポスター・POP等を掲示）
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〇全ての都立高校等の教員が消費者教育推進を図るために、連絡会等の開催を検討

〇消費者教育コーディネーター制度を活用し、学校現場と連携することにより、さらなる消
費者教育の推進を図る。

〇若者参加型事業を通じた情報発信
・都内高校等と連携し、消費者トラブルをテーマに若者からコピーを公募・選考し、
ラジオCMとして放送。加えて、CMをもとに制作した動画をインターネット等で公開

・コピーの書き方について、eラーニング教材を作成し、学校での活用を推進

〇エシカル消費の理念の普及
・エシカル消費をスタンダードと思う世代を育てるため、幼児とその保護者をターゲット
としたデジタルブック絵本の作成、普及啓発

・区市町村支援のためのエシカル消費講座カリキュラム作成及びモデル講座の実施

※ 令和３年度の事業実施に当たっては、オンラインの活用や実施方法の見直しを行うなど、
柔軟に対応を図っていく。

令和３年度の主な取組予定

１ 学校教育における消費者教育の推進

２ 注意喚起・情報発信

３ エシカル消費の理解の促進
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